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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の身体の血管内に血管内フィルタを導入するための搬送装置であって、
　管腔を規定する環状壁を有するシースと、
　前記管腔内に位置決めされる血管内フィルタとを備え、前記血管内フィルタは、前記身
体の血管内に二段階配備されるように協働的に配置された複数のプライマリストラットと
複数のセカンダリストラットとを有し、前記セカンダリストラットは先に配備されるよう
に構成および配置され、前記プライマリストラットは後に配備されるように構成および配
置され、前記搬送装置はさらに、
　前記管腔内に位置決めされる搬送デバイスを備え、前記プライマリストラットの各々は
、共通のハブに固定される一端と、前記血管内フィルタの前記二段階配備のために前記搬
送デバイス内に捕捉される反対側の自由端とを有し、前記セカンダリストラットの各々は
、前記共通のハブに固定される一端と、反対側の自由端とを有し、前記搬送装置はさらに
、
　前記シースに受け入れられ、前記血管内フィルタのアプリケーション側に位置決めされ
る超音波トランスデューサを備え、前記血管内フィルタの前記身体の血管への導入は、前
記血管内フィルタの配備の第２段階として前記プライマリストラットの前記自由端を前記
搬送デバイス内から解放することを含み、
　前記超音波トランスデューサは、前記血管内フィルタの配備と同時に使用される、搬送
装置。
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【請求項２】
　前記管腔を通って延び、アプリケーション側端部を含むガイドワイヤカニューレを含む
、請求項１に記載の搬送装置。
【請求項３】
　前記搬送装置のアプリケーション側端部に位置する拡張器を含む、請求項１に記載の搬
送装置。
【請求項４】
　前記超音波トランスデューサは、３Ｄスキャン機能を提供するために構成され、配置さ
れる、請求項１に記載の搬送装置。
【請求項５】
　患者の身体の血管内に血管内フィルタを導入するための搬送装置であって、前記搬送装
置は、
　管腔を規定する環状壁を有するシースと、
　前記管腔内に位置決めされる血管内フィルタとを備え、前記血管内フィルタは、前記身
体の血管内に二段階配備されるように協働的に配置された複数のプライマリストラットと
複数のセカンダリストラットとを有し、前記セカンダリストラットは先に配備されるよう
に構成および配置され、前記プライマリストラットは後に配備されるように構成および配
置され、前記搬送装置はさらに、
　前記管腔内に位置決めされる搬送デバイスを備え、前記プライマリストラットの各々は
、共通のハブに固定される一端と、前記血管内フィルタの前記二段階配備のために前記搬
送デバイス内に捕捉される反対側の自由端とを有し、前記セカンダリストラットの各々は
、前記共通のハブに固定される一端と、反対側の自由端とを有し、前記セカンダリストラ
ットは前記搬送デバイス内に保持されておらず、前記搬送装置はさらに、
　前記シースに受け入れられ、前記血管内フィルタのアプリケーション側に位置決めされ
る超音波トランスデューサを備え、前記血管内フィルタの前記身体の血管への導入は、前
記血管内フィルタの配備の第２段階として前記プライマリストラットの前記自由端を前記
搬送デバイス内から解放することを含み、前記超音波トランスデューサは、前記血管内フ
ィルタの配備と同時に使用され、前記搬送装置はさらに、
　前記管腔を通って延び、アプリケーション側端部を含むガイドワイヤカニューレと、
　前記搬送装置のアプリケーション側端部に位置する拡張器とを備え、前記拡張器は前記
ガイドワイヤカニューレのアプリケーション側端部を受ける、搬送装置。
【請求項６】
　前記プライマリストラットは前記搬送デバイス内に押し込まれ保持される、請求項５に
記載の搬送装置。
【請求項７】
　前記血管内フィルタは、取り外しフックとをさらに含む、請求項５に記載の搬送装置。
【請求項８】
　前記取り外しフックは、前記ハブのアプリケーション側面を越えて延びるように構成さ
れ配置される、請求項７に記載の搬送装置。
【請求項９】
　前記ハブは前記ガイドワイヤカニューレの傾斜部に隣接する、請求項５に記載の搬送装
置。
【請求項１０】
　前記超音波トランスデューサの制御側部は、前記シースの管腔内に初期的に受けられる
、請求項５に記載の搬送装置。
【請求項１１】
　前記ガイドワイヤカニューレは、アプリケーション側部と、制御側部と、前記アプリケ
ーション側部と前記制御側部との間に配置される傾斜部とを含む、請求項５に記載の搬送
装置。
【請求項１２】
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　前記シースは、前記超音波トランスデューサと独立して制御側方向に移動可能に構成さ
れ配置される、請求項５に記載の搬送装置。
【請求項１３】
　前記血管内フィルタは、前記超音波トランスデューサと独立してアプリケーション側方
向に移動可能に構成され配置される、請求項５に記載の搬送装置。
【請求項１４】
　前記シースと前記血管内フィルタとは、前記シースの回転が前記血管内フィルタの回転
を引き起こすよう、それぞれ協働して構成され配置される、請求項５に記載の搬送装置。
【請求項１５】
　患者の下大静脈（ＩＶＣ）内ＩＶＣフィルタの配置のための搬送装置であって、前記搬
送装置は
　管腔を規定する環状壁を有するシースと、
　前記管腔内に位置決めされるＩＶＣフィルタとを備え、前記ＩＶＣフィルタは、前記Ｉ
ＶＣ内に二段階配備されるように協働的に配置された複数のプライマリストラットと複数
のセカンダリストラットとを有し、前記セカンダリストラットは先に配備されるように構
成および配置され、前記プライマリストラットは後に配備されるように構成および配置さ
れ、前記搬送装置はさらに、
　前記管腔内に位置決めされる搬送デバイスを備え、前記プライマリストラットの各々は
、共通のハブに固定される一端と、前記ＩＶＣフィルタの前記二段階配備のために前記搬
送デバイス内に捕捉される反対側の自由端とを有し、前記セカンダリストラットの各々は
、前記共通のハブに固定される一端と、反対側の自由端とを有し、前記搬送デバイスはア
プリケーション側端部を有し、前記搬送装置はさらに、
　前記シースに受け入れられ、前記ＩＶＣフィルタのアプリケーション側に位置決めされ
るＩＶＵＳトランスデューサを備え、前記ＩＶＣフィルタの前記ＩＶＣへの導入は、前記
ＩＶＣフィルタの配備の第２段階として前記自由端を前記搬送デバイス内から解放するこ
とを含み、前記ＩＶＣフィルタの前記複数のプライマリストラットおよびセカンダリスト
ラットは、前記搬送デバイスの前記アプリケーション側端部と前記ＩＶＵＳトランスデュ
ーサとの間に位置決めされ、前記ＩＶＵＳトランスデューサは、前記ＩＶＣフィルタの配
備と同時に使用され、前記搬送装置はさらに、
　前記管腔を通って延び、前記ＩＶＵＳトランスデューサのアプリケーション側で終端す
るガイドワイヤカニューレと、
　前記ガイドワイヤカニューレに組み付けられる拡張器と、を備え、前記ＩＶＵＳトラン
スデューサは前記拡張器と前記ＩＶＣフィルタとの間に配置される、搬送装置。
【請求項１６】
　前記ＩＶＣフィルタは、複数のストラットと除去フックとを含む、請求項１５に記載の
搬送装置。
【請求項１７】
　前記ガイドワイヤカニューレは、アプリケーション側部と、制御側部と、前記アプリケ
ーション側部と前記制御側部との間に位置する傾斜部と、を含む、請求項１５に記載の搬
送装置。
【請求項１８】
　前記ＩＶＣフィルタは、前記ＩＶＵＳトランスデューサと独立して移動可能に構成され
配置される、請求項１５に記載の搬送装置。
【請求項１９】
　前記シースと前記ＩＶＣフィルタとは、前記シースの回転が前記ＩＶＣフィルタを回転
させるように、それぞれ協働的に構成され配置される、請求項１５に記載の搬送装置。
【請求項２０】
　シースと、複数のプライマリストラットおよび複数のセカンダリストラットを含む血管
内フィルタと、前記血管内フィルタの配備のための搬送デバイスと、前記シースに受け入
れられた超音波トランスデューサと、ガイドワイヤカニューレと、拡張器とを含む搬送装
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置を用いて患者（ヒトを除く）の体内の血管内に血管内フィルタを導入する方法であって
、前記プライマリストラットの各々は、共通のハブに固定される一端と、前記搬送デバイ
ス内に捕捉される反対側の自由端とを有し、前記セカンダリストラットの各々は、前記共
通のハブに固定される一端と、反対側の自由端とを有し、前記超音波トランスデューサは
撮像面を有し、前記方法は、
　前記搬送装置を提供するステップと、
　前記搬送装置を患者の身体の血管内に挿入するステップと、
　前記撮像面が患者内の選択した場所と一致するように前記搬送装置を位置決めするステ
ップと、
　前記血管内フィルタの配備と同時に前記超音波トランスデューサを使用するステップと
、
　前記セカンダリストラットを先に配備し、続いて前記プライマリストラットの前記自由
端を前記搬送デバイス内から解放して配備することによって前記血管内フィルタを二段階
で配備するステップと、
　前記搬送装置を前記身体の血管内に残される前記血管内フィルタなしに引き抜くステッ
プと、を含む方法。
【請求項２１】
　前記血管内フィルタは除去フックを含み、前記撮像面に前記除去フックを位置決めする
操作ステップを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記血管内フィルタが所望の配向を達成するために、前記血管内フィルタを配向させる
ため前記シースを回転させるステップを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記超音波トランスデューサが引き抜かれる際に前記血管内フィルタの配置を撮像する
ステップを含む、請求項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、参照により本明細書に組み込まれる２０１２年１２月１９日出願の米国仮出
願第６１／７３９０７０の利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　血管内フィルタの搬送に使用するための装置が開示される。また、血管内フィルタの搬
送に開示された装置を使用する方法が開示される。
【０００３】
　血管内のフィルタは、塞栓を捕捉するための循環系での使用のために構成され、配置さ
れる。本明細書で使用する「塞栓」という用語は、血流を通って移動し、血管に詰まると
、血管を通ずる流れのある程度の閉塞を生み得るような構造、形状を有するものをいう。
塞栓の例には、分離された血栓、血液凝固の大きな断片、細菌の塊、狭窄物質、より一般
的に障害物を作成するリスクをもたらす可能性のあるものを含む。血栓が静脈の壁から除
去され、肺に移動して肺動脈の血流をブロックすると肺塞栓症が発生する。このような血
栓は、病気、けが、術後によって固定された患者に可能性が高くなる。肺塞栓症は、重症
患者の傷害または死を引き起こす可能性があるので、本明細書に記載の種類の血管内のフ
ィルタが必要とされている。具体的には、安全かつ有効な下大静脈（ＩＶＣ）フィルタを
持つ必要がある。
【０００４】
　ＩＶＣフィルタのような血管内フィルタの設計の焦点は、心臓および肺に到達するのを
防止するように、これらの塞栓を捕捉することが可能な構造を提供することにある。安全
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で有効な治療を得るために、血管内フィルタの設計および構成だけでなく、搬送装置の設
計および構成が重要ある。血管内フィルタの配置および位置決めのための搬送装置の使用
方法も重要である。
【０００５】
　開示された装置および方法の具体的な焦点は、図示および説明した実施形態で例示され
るように、下大静脈（ＩＶＣ）に血管内フィルタを搬送することに向けられている。ＩＶ
Ｃは、下半身から心臓に血を返す腹部内の大静脈である。このように、ＩＶＣは、除去さ
れた血栓や脚や骨盤の静脈に発症し得る血栓の大きな断片のような塞栓を補足し、トラッ
プし、保持するための血管内フィルタの好ましい位置を表す。脚や骨盤の静脈に発症する
血栓は、深部静脈血栓症（ＤＶＴ）と呼ばれる状態であり、時折破壊して血栓の大きな断
片が心臓や肺に移動し得る。心臓および肺への流路は、ＩＶＣを通る通路を含む。これは
、本明細書に開示されるＩＶＣフィルタのような血管内フィルタのキャプチャのための配
置および位置決めのためＩＶＣを適切な場所にする。
【０００６】
　先行技術は、恒久的に取り付けられている装置として構成して配置されたＩＶＣフィル
ターが含まれている。しかし、代わりにＩＶＣフィルターを残すことに関連する長期的な
リスクが生じる可能性もある。そのため、より最近の設計努力は、仮置きとその後の回収
および除去のためのＩＶＣフィルタの設計と設計に向けられている。離脱した血栓（血栓
または塞栓または他の大きな断片）などの移動する塞栓の危険が経過したときに、患者か
らＩＶＣフィルタの除去を行ってもよい。心臓や肺に到達する移動する塞栓のリスクが軽
減されると、ＩＶＣフィルタの除去を考慮することができる。
【０００７】
　定置された、移植された、または患者に何らかの形で搬送されている任意の装置または
器具と同様に、搬送を容易にすることが重要である。装置の適切な配置および位置決めを
確実にすることができることも重要である。特定の装置では、装置の初期の位置決めが許
容パラメータの範囲内でない場合、装置が取得され、除去される必要があり、手順が繰り
返される。そのため、装置のためのガイダンスの方法と、手順の信頼性と、手順の再現性
とは重要な態様である。ある時点で患者から除去されるべきいずれの装置または器具でも
、回収および除去を可能にし容易にするような装置の設計を持つことが重要である。
【０００８】
　搬送プロセスの別の態様は、実行可能な方法および手順を実行するために必要な環境で
ある。先行技術の手順は、現在、透視下で行われる。経皮搬送セットと蛍光透視スイート
（特別室）は、従来技術の手順を実行するために必要とされる。また、蛍光透視スイート
に対する患者の輸送が必要とされ、特に、外傷患者のために、困難で時間がかかる可能性
がある。本発明による手順は、代わりに視覚的なガイダンスのために血管内超音波（ＩＶ
ＵＳ）トランスデューサを使用している。重要なことは、本発明によれば、超音波の全体
手順は、ＩＶＣフィルタが実質的に完全に定置されるまでＩＶＵＳトランスデューサを除
去することなく、実行可能であることである。静脈からのＩＶＵＳトランスデューサの除
去は、ＩＶＣフィルタの最終的な位置決めおよび定置を確認することを、臨床医を可能に
する。これは、拡張、シースの配置、フィルタ搬送および配置の確認の際により安全な手
順によって行うことができることを意味する。臨床医は、超音波イメージングに基づいて
何が起こっているのかを「見る」ことができるので、さらなる利点として、臨床医は、手
順においてより高い信頼性を有する。記載のＩＶＵＳの手順は、ベッドサイドで行うこと
ができ、コストを削減し、安全性を向上させる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　概要
　患者の身体の血管内に血管内フィルタを導入するための搬送装置は管腔を規定するシー
スと、管腔内に配置された血管内フィルタと、血管内フィルタのアプリケーション側に位
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置する超音波トランスデューサと、ガイドワイヤーカニューレと、ガイドワイヤカニュー
レの端部に隣接する搬送装置のアプリケーション端に位置する先端と、を含む。
【００１０】
　患者の下大静脈内にＩＶＣフィルターを配置するための搬送装置であって、搬送装置は
、管腔を規定するシースと、管腔内に配置されたＩＶＣフィルタと、ＩＶＣフィルタのア
プリケーション側に配置されたＩＶＵＳトランスデューサと、ガイドワイヤカニューレに
組み付けられたガイドワイヤカニューレと拡張器とを含み、ＩＶＵＳトランスデューサは
拡張器およびＩＶＣフィルタの間に位置決めされる。
【００１１】
　本明細書に開示された搬送装置を用いて患者の体内の血管内に血管内フィルタを導入す
る方法は、適切な搬送装置を提供するステップと、患者の身体の血管内にその搬送装置を
挿入するステップと、超音波トランスデューサの撮像面内で搬送装置を位置決めするステ
ップと、トランスデューサの撮像面へ血管内フィルタの一部を移動させるように搬送装置
を操作するステップと、身体の血管内に残る血管内フィルタなしに搬送装置を引き抜くス
テップと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示による血管内フィルタのための搬送装置の部分断面における概略図および
側面図である。
【図２】図１の搬送装置の要素の１つを含む拡張器の完全断面における側面図である。
【図２Ａ】図２の拡張器の完全な形態における端面図である。
【図３】図１の搬送装置の構成要素のうちの１つを含む、超音波トランスデューサの断片
的な側面図である。
【図３Ａ】図３の超音波トランスデューサの端面図である。
【図４】図１の搬送装置の構成要素のうちの１つを含む、ガイドワイヤカニューレの側面
図である。
【図４Ａ】図４のガイドワイヤカニューレの端面図である。
【図５】図１の搬送装置の要素の１つを含む外側シースを含む完全断面における側面図で
ある。
【図５Ａ】図５の外部シースの完全な形態における端面図である。
【図６】図１の搬送装置および図１の搬送装置により搬送される、開始要素の１つを含む
血管内フィルタの概略斜視図である。
【図７】図１の搬送装置の使用に関連する定置ステップの１つの概略図である。
【図８】図１の搬送装置の使用に関連する定置ステップの別の概略図である。
【図９】図１の搬送装置の使用に関連する定置ステップの別の概略図である。
【図１０】図１の搬送装置の使用に関連する定置ステップの別の概略図である。
【図１１】本開示による代替のトランスデューサ先端とワイヤガイド装置の部分的な概略
側面図である。
【図１２】本開示による代替のトランスデューサ先端とワイヤガイド装置の部分的な概略
側面図である。
【図１３】本開示による代替のトランスデューサ先端の構成の、部分的な概略図および側
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　選択された実施形態の説明
　本発明の原理の理解を促進する目的で、図面を参照して図示された実施形態について説
明し、特定の用語が等価物を記述するために使用される。しかし、本発明の範囲を限定す
ることを意図されないことが理解されるであろう。実施の形態における任意の変更および
さらなる修正および、本明細書に記載される本発明の原理のさらなる応用は、本発明に関
係する当業者にとって通常起こるであろうものとして考えられる。本発明の一実施形態が
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詳細に示されるが、当業者には明らかであるように、本発明に関連しないいくつかの特徴
は、明確さのために示されない場合がある。
【００１４】
　図１を参照して、血管内フィルタ２２のための搬送装置２０が示されている。例示的な
実施形態では、フィルタ２２は、下大静脈（ＩＶＣ）２３おけるその配置によって規定さ
れるようなＩＶＣフィルタである。ＩＶＣフィルタ２２は初期的に搬送装置２０内にパッ
ケージ化され、および本明細書で使用されるように、搬送装置２０は、ＩＶＣ２３に供給
されるＩＶＣフィルタ２２を含むものとして規定される。しかしながら、これは搬送装置
であるので、搬送される部品はＩＶＣフィルタ２２と理解されるべきである。患者に一旦
配備されて適切に位置決めされると（すなわち、定置されると）、搬送装置２０は、ＩＶ
Ｃフィルタ２２なしに患者から除去される。向きの理解と搬送装置２０の相対的な位置決
めおよび大きさの見方を支援するためＩＶＣ２３の断面は、図１に示されている。ＩＶＣ
フィルタ２２に加えて、搬送装置２０は、外側シース２４と、ガイドワイヤカニューレ２
６と、超音波トランスデューサ２８と、例示的な実施形態では拡張器３０である先端部と
、を含んでいる。図１に示すように、文字Ａは、本明細書で言及されるようにアプリケー
ション側、端または方向を表し、文字Ｃは、本明細書で言及されるように制御側、端また
は方向を示す。
【００１５】
　搬送装置２０の端部および構成部品の端部または側の向きと、動作または走行の方向の
観点から、「アプリケーション側」（Ａ）と「制御側」（Ｃ）の規則が採用され、本明細
書中で使用される。これらの表現が示すように、装置２０のまたは任意の部品のいずれか
のアプリケーション側は、任意の治療、装置の配置などが発生する場所の方向またはより
近くにある側または端部である。同様に、制御側は、医師が位置する場所の方向またはよ
り近くにある装置２０または任意の構成部品のいずれかの側または端部であり、制御機能
またはアクションが実行される場所を表す。
【００１６】
　「近位」および「遠位」を使用した場合、基準の異なるフレームが存在し得るので、こ
の採択の理由の１つは、明確さを追加するためである。医療分野では、「近位」は、典型
的には、心臓により近いことを意味するが、これは、患者へのカテーテルなどの装置のエ
ントリのポイントに基づいて変更し得る。論理的には、医療分野では、「遠位」は、典型
的には、心臓から遠いことを意味する。他の分野では、「近位」は、典型的には、オペレ
ータまたはユーザに近いことを意味し、「遠位」は、典型的には、オペレータまたはユー
ザから遠いことを意味する。「アプリケーション側」と「制御側」の規則を採用すること
により、任意の近位と遠位あいまいさが排除されるべきである。
【００１７】
　搬送装置２０の一部であるさらなる部品は、フィルタ搬送装置２５と、制御ワイヤ２７
と、カテーテル２９とを含む。典型的な実施形態では、カテーテル２９は３つの（３）管
腔カテーテルである。１つの管腔はガイドワイヤカニューレ２６を受け、別の管腔は、超
音波トランスデューサ２８に接続するワイヤのために使用される。フィルタ２２およびフ
ィルタ搬送装置２５は、カテーテル２９専用の管腔の内部にはない。カテーテル２９は搬
送装置２５の制御側端より短く、フィルタ２２と搬送装置２５は、シース管腔６２の内側
に位置する。明瞭に描画する目的のため、超音波トランスデューサに接続配線は、図示さ
れていない。搬送装置２５は、ＩＶＣフィルタ２２の初期配備と位置決めの一部として初
期に４つ（４）の長ストラット６９を補足する。
【００１８】
　搬送装置２０は、ガイドワイヤカニューレ２６を通って延びているワイヤガイド２１に
よって、ＩＶＣ２３に導入される。ワイヤガイド２１は、本明細書に記載の搬送手順の間
、位置決めされたままであってもよく、または搬送装置２０が図１に示すように正常に配
置されると、除去されることができる。ワイヤガイド２１は、搬送装置２０の初期導入に
おいて重要であるが、ワイヤガイド２１は、搬送装置２０の適切な除去のために必要では
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ない。ワイヤガイド２１の前進および位置決めは、既存の技術または方法のいずれかを使
用して実行される。ワイヤガイド２１に適した選択肢の中には、強化されたサポートを提
供する固定芯ワイヤ、形状記憶と操縦性をを提供する「ニチノール」ワイヤ、低い摩擦係
数のための潤滑性コーティングを有する親水性のワイヤを含む。
【００１９】
　ＩＶＣフィルタ２２は、塞栓、たとえば、ＩＶＣを通って血流を移動している分離した
血栓または血栓のより大きな断片の捕捉において使用するために構成され、配置されてい
る。この用途に適したＩＶＣフィルタの一例は、インディアナ州ブルーミントンのクック
メディカルが提供するＣＥＬＥＣＴ（登録商標）大静脈フィルターである。また導入シー
スと呼ばれる外側シース２４は、管腔６２を規定し形成する管状壁６０で構成され、配置
されている。好ましくは、本明細書に開示される使用のために、搬送セットの全体の長さ
、すなわち、搬送装置２０は、約６５センチメートルある。「ＦＲ」のスケールを使用し
てゲージは、約８．５Ｆｒであるか、または外径約２．８３ミリメートルである。ガイド
ワイヤーカニューレ２６は、ほぼ環状で、横断面がほぼ円形状の管状形状で構成され、配
置されている。ガイドワイヤーカニューレ２６とワイヤガイド２１とカテーテル２９との
間の関係は、それらのそれぞれのサイズ、形状および材料を含めて、所望の支持および剛
性を提供し、適切な許容可能なレベルまでＩＶＣフィルタ２２上の負荷を減少させる。
【００２０】
　超音波トランスデューサ２８は、ＩＶＣ２３内ＩＶＣフィルタ２２の配備と位置決めと
を視覚化する際に使用するために構成され配置されている超音波トランスデューサ２８の
血管内の位置決めおよび使用を考慮し、ＩＶＵＳという略語は、超音波トランスデューサ
２８、すなわちＩＶＵＳトランスデューサ２８の省略形として適用可能であり、本明細書
で使用される。この略語はまた、ＩＶＣフィルタ２２の配置および位置決めをガイドする
方法を参照し説明するために使用される。拡張器３０は、静脈に入る搬送装置２０のの先
端としてテーパ端部３２を用いて構成され、配置される。ここでの焦点は、搬送装置２０
の導入およびＩＶＣフィルタ２２の定置のための大腿静脈アプローチを使用することにあ
る。
【００２１】
　例示的な実施形態では、ＩＶＵＳトランスデューサ２８は、セラミックスリーブに包ま
れたステンレス鋼の管状コアを含む。セラミックスリーブに巻き付けられているのは、フ
レキシブルなプリント回路基板である。ＩＶＵＳトランスデューサ「構造」は、複数の素
子から構成されたアレイを含む。多素子フェーズのアレイに必要なワイヤの数は、サイズ
によって定められる。スキャンオプションは、固定トランスデューサを備えたモータ駆動
回転トランスデューサ、または代替としてモータ駆動鏡などを含む。サイズの考慮事項に
より、モータは、患者の外部にあり、回転ケーブルによって、トランスデューサの回転要
素またはミラーのいずれかと接続する。代替的に、モータは、マイクロサイズであり、カ
テーテルのアプリケーション端部に組み込むことができる。
【００２２】
　装置２０は血管内装置であるため、その大きさ、形状、材料の選択は、たとえば、静脈
内に適合し、移動する必要があるすべての装置および器具と一致している。搬送装置２０
の使用方法または方法における重要な検討事項の１つは、正しい位置にＩＶＣフィルタ２
２をガイドする方法である。「ガイド」は、搬送装置２０をトラッキングすることおよび
定置のための搬送装置２０からＩＶＣフィルタ２２を配備することの両方を伴う。「ガイ
ド」はまた、最終的な配置のチェックを行い、ＩＶＣフィルター２２を位置決めする。Ｉ
ＶＣフィルタの「ガイド」の１つのオプションは、透視ガイダンスを使用することである
。しかしながら、ＩＶＣフィルタ２２の位置を監視するための血管内超音波（ＩＶＵＳ）
を使用することは、必要な設備と実行されるステップの構成の観点とから透視より向上す
ると考えられる。搬送装置２０の設計および構成は、搬送装置２０に直接ＩＶＵＳトラン
スデューサ２８を統合することにより、改善されたレベルへのＩＶＵＳトランスデューサ
２８の使用を行う。
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【００２３】
　図２－６を参照して、搬送装置２０の一部である部品の選択された１つがより詳細に示
されている。拡張器３０の詳細は、図２および２Ａに示されている。ＩＶＵＳトランスデ
ューサ２８の詳細のいくつかは、図３および３Ａに示されている。ガイドワイヤカニュー
レ２６の詳細が図４および４Ａに示されている。外側シース２４の詳細は、図５および５
Ａに示されている。ＩＶＣフィルタ２２の詳細は、図６に示されている。
【００２４】
　図２および図２Ａを参照して、拡張器３０は、制御側端部４０からアプリケーション側
端３２へ収束するテーパ状の側壁３８を有するほぼ円錐台の本体３６を含む。本体３６は
、ガイドワイヤカニューレ２６を受ける同軸中心ボア４４を規定する。カウンタボア４４
ａはボア４４と同軸であり、ＩＶＵＳトランスデューサ２８のアプリケーション側ハブ部
を受けるような大きさ、形状とされる。ガイドワイヤカニューレ２６は、ワイヤガイド２
１と協働してＩＶＣ２３におけるＩＶＣフィルタ２２の配備のために搬送装置２０の位置
決めに使用され、支援される。配備の後の搬送装置２０の（ＩＶＣフィルタなしの）除去
は、ワイヤガイド２１の継続的な使用を必要としない。適切にこれらの統合された機能を
実行するために、ガイドワイヤカニューレ２６のアプリケーション側端部４８は、確実に
中央ボア４４内に固定される。固定の関係は、好ましくは、中央ボア４４およびアプリケ
ーション側端部４８の適合する大きさおよび形状を含む。拡張器３０は、搬送装置２０の
アプリケーションの側端部に配置されガイドワイヤカニューレ２６のアプリケーション側
の端部を受ける。
【００２５】
　図３および３Ａを参照して、ＩＶＵＳトランスデューサ２８は、本体４５およびそのほ
ぼ円筒形の外壁４７によって規定されるほぼ円筒形の形状を有する。アライメントと位置
決めのために、第１の同軸のハブ２８ａおよび第２の同軸のハブ２８ｂが含まれる。ハブ
２８ａはカウンタボア４４ａ内に収まる。本体４５を通って延びるステンレス鋼コア４１
は、ほぼ円筒形、管状の形状を有し、中央ボア４９を規定する。コア４１は、同軸ハブ２
８ａおよび２８ｂを提供する。管状コア４１を包むのは、ほぼ円筒状のセラミックスリー
ブ４３である。フレキシブルなプリント回路基板（図示せず）は、セラミックスリーブ４
３の周りに巻かれている。プリント基板面の部品は、追加の保護を提供するために、内側
向きである。中心ボア４９は、ガイドワイヤカニューレ２６の一部を通して受け入れるよ
うに構成され配置されている。ＩＶＵＳトランスデューサ２８の制御側端部は、管腔６２
のアプリケーション側内で初期的に受けられる（図１参照）。
【００２６】
　図１～３Ａはの例示的な実施形態によって表される構成は、ガイドワイヤカニューレ２
６と、ガイドワイヤ２１と、ＩＶＵＳトランスデューサ２８と、拡張器３０（すなわち、
搬送装置２０の先端）との間の特定の配置および関係を提供する。別の実施形態は、図１
１－１３に示されており、これらの各々は、以下により詳細に記載される。加えて、ＩＶ
ＵＳトランスデューサの選択、形式、構成および動作は、例示的な実施形態のために開示
されているものから変えることができることに留意されたい。１つの（１）変形例が図１
１－１３に開示されているが、さらに、３Ｄスキャン機能が選択されたＩＶＵＳトランス
デューサに統合され得ることが企図される。３Ｄスキャン機能は、２つ（２）の異なる機
械的軸へとモータ駆動するように構成され配置された単一要素のトランスデューサを含む
ことができる。この３次元スキャン機能を提供するための別のオプションは、直線アレイ
トランスデューサーを使用して、回転運動を用いてそれを駆動することである。この３次
元スキャン機能を提供するための別のオプションは、完全な２次元の線形アレイを使用す
ることである。このオプションでは行－列アドレス指定スキームは、異なる送信イベント
の別の要素にアクセスするために使用される。
【００２７】
　図４および図４Ａを参照して、ガイドワイヤカニューレ２６は、中空内部５７を規定す
る側壁５５を有する環状、管状の形状を有している。中空内部５７の大きさは、０．０３
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５－０．０４０インチのサイズ範囲内のワイヤガイドを受けて収容する。ガイドワイヤー
カニューレ２６は、ほぼ管状の形状を有するものとして説明されているが、ガイドワイヤ
カニューレ２６は、好ましくは、実質的に均一な側壁の厚さを有するほぼ円筒形の形状を
有するであろう。このように、カニューレ２６の全体は、横断面でほぼ円形の形状を持っ
ているだろうし、中空内部５７は、図４Ａを参照して、好ましくは、横断面でほぼ円形の
形状を有する。。ガイドワイヤーカニューレ２６は、アプリケーション側端部または先端
４８と、制御側部分５０と、傾斜部分５２を規定する離間した２つの屈曲部５１および５
３と、を含む。先端部４８は、拡張器３０内に位置し、ＩＶＵＳトランスデューサ２８通
って延びているか渡される。部分５０は、カテーテル２９の管腔のの１つを通って延びる
断面を表す。２つの屈曲部５１および５３は、オフセット傾斜部５２を作成する。傾斜部
５２は、図１に示される初期の位置決めにおいてＩＶＣフィルタ２２のハブ７２に隣接し
て位置決めされている。このオフセット傾斜部５２は、エッジ位置から実質的に軸上の中
心位置への位置合わせのシフトを生む。
【００２８】
　図５および５Ａを参照して、外側シース２４は、中空内部または管腔６２を規定する外
筒壁６０を有する環状の可撓性スリーブである。外側シース２４の機能と使用とを考慮す
ると、適切な材料は、ポリエチレンまたは他の半可撓性プラスチックが含まれる。これら
の材料は、容易に形成されるか、または、ほぼ円筒形の管またはスリーブの所望の開始形
状に押し出すことができる耐久性のあるが柔軟性のある、生体適合性材料を表す。外壁６
０の厚さは、選択された材料に部分的に依存するが、一般的に０．０１５－０．０２０イ
ンチの範囲である。論理的には、耐久性が低く硬い材料ほど僅かに厚い壁を必要とするで
あろう。外側シース２４は、半径方向に最も外側のコンポーネントを表しているので、そ
の内部寸法は、拡張器３０とガイドワイヤカニューレ２６のアプリケーション側端部４８
とを除く他のコンポーネントを収容するように選択される。同時に、外側管状壁６０の最
大サイズは、ＩＶＣ２３内の配置と移動のために制限され、制御されなければならない。
外側シース２４は、ＩＶＣフィルタ２２のための定置場所への経皮的エントリを介して患
者の外側に延びるのに十分な長さを有していてもよい。このような実施形態ではたとえば
、外側シース２４の制御側部または端部、および／またはそれに取り付けられた操作部は
、身体の外側にあり、一方、アプリケーション側部分は、ＩＶＣフィルタ２２に隣接して
おり、初期的にＩＶＵＳトランスデューサ２８の端部の上に延びている。好ましくは、外
側シース２４は、統合性を維持し、フィルタの負荷を可能にしながら、血管を通って移動
できるよう、血管内カテーテルに用いられる材料といった、半可撓性プラスチックまたは
他の材料である。
現在利用可能なシースは血管系におけるシースの配置によって当然に示唆されるように、
それらの中に収まるように折り畳まれたフィルタを認めながら、直径が小さくなるように
寸法決めされる。
【００２９】
　図６を参照して、ＩＶＣフィルタ２２は、複数のバイアスばねのワイヤー脚部または複
数の短ストラット６８と複数の長ストラット６９とを含むように構成され配置されている
ストラット６８および６９を含む。短ストラット６８は、「セカンダリ」と呼ばれる。長
ストラット６９は、「プライマリ」と呼ばれる。ストラット６８および６９は、ハブ７２
の制御側端部７０に圧着することによりともに確実に固定される。ハブ７２のアプリケー
ション側端部７４は外方に延びる除去フック７６を含む。除去フック７６は、ハブ７２の
アプリケーション側端部７４を越えてアプリケーション側方向に延びる。除去フック７６
は、ＩＶＣフィルタ２２の回収および除去のために、その後の手順で使用されるので、除
去フック７６が適切に位置決めされ配向されることは、ＩＶＣフィルタ２２のための位置
決めのと配置（すなわち定置）の一部として重要である除去フック７６およびストラット
６８および６９とが互いに確実に接続することは、ハブ７２にともにに圧着されるか、ま
たはいくつかの他の方法または構造によるかによらず、重要である。ＩＶＣフィルタ２２
の回収および除去の際に、フック７６は、回収装置のループによる初期的に係合のために
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使用されるだろう。フック４８を引っ張ることは、除去手順の一部であり、ハブに力を及
ぼして、順にストラット３８および４０に力を及ぼし、このときハブからフックまたはス
トラットからハブのいずれかで分離しようとする傾向にある。一体に連結し、確実に接合
した状態にあることは、回収および除去手順の一部として重要である。
【００３０】
　図７－１０、および図１を引き続き参照すると、これらの図は、ＩＶＣ２３内でのＩＶ
Ｃフィルタ２２の搬送と、配備と、位置決めと、その最終的な位置決めの超音波画像検証
のステップまたは段階に関連する構造的構成を示す。搬送と配備と位置決めとのこれらの
フェーズはまとめて「定置」と呼ばれる。搬送方法の開始段階またはステップは図１で表
される。この図は、初期的に構成され初期的に患者の体内の位置に移動される搬送装置２
０を示す。ＩＶＣ２３の壁は、２対の破線で表されている。ＩＶＵＳトランスデューサ２
８は、意図された方法で通電されると、撮像面８４が生成されるように構成され配置され
ている。ＩＶＣフィルタ２２は、撮像面に対する相対的位置に搬送されることが重要であ
る。これは、医師が正確に自分の専門知識ごとにフィルタの搬送場所を制御することを可
能とする。ＩＶＣ内の搬送装置２０の初期的な位置決めのために、例示的な実施形態によ
れば、撮像面は、患者の下腎静脈にあり、図１中の破線８４によって表される。図面の描
画は概略であり、必ずしも一定の縮尺で描かれていないと、理解されるであろう。撮像面
８４は、約５センチメートルの半径を包含する。この半径は、静脈－静脈壁と周囲の組織
の良好な被覆を提供する。
【００３１】
　図７に示すように、搬送方法の他のステップまたは段階は、制御側の方向にわずかに戻
って外側シース２４を引っ張るステップを含む。外側シース２４が引き戻されると、開口
９０はシース２４のアプリケーション側の端部９２とＩＶＵＳトランスデューサ２８との
間に生成される。別の動作は、さらに図７を参照すると、ＩＶＣフィルタ２２の前進させ
ることである。ＩＶＣフィルタ２２は、フィルタ搬送装置２５および制御ワイヤ２７を用
いて組み合わせて協働して初期的に前進する。いったん初期的に配備されると、ＩＶＣフ
ィルタ２２の次のステップは、搬送装置外に、つまり外側シース２４の外に前進すること
である。外側シース２４が後退されるうちに、ストラット６８は拡大され、ＩＶＣフィル
タ２２は、ほぼＩＶＣの中心になる。
【００３２】
　図７および８に示すように、ＩＶＣフィルタ２２の配備と位置決めに関連して、それが
配備されるときに、ＩＶＣフィルタ２２のための好ましい配向を有するために、搬送装置
２０を回転させることが望ましい場合がある。このような任意の所望の回転は、ストラッ
ト６８が配備される前に発生する必要がある。これらのステップの間に、フィルタ搬送装
置２５は、装置２５の内部の小さいボア断面の中にともに効率的に押し込まれているの４
つの（４）長いストラット６９を受け、固定する。制御ワイヤは、装置２５の制御側端部
を押し込み、次いでくさび形のストラット６９が装置２５によって押し込まれ、それによ
ってＩＶＣフィルタ２２の全体が押し込まれる。ＩＶＣフィルタ２２のアプリケーション
側部が前進されながら、それは開口部９０へと進む。開口部９０へとそして外へと通って
ＩＶＣフィルタ２２を導くことは、ＩＶＣフィルタ２２の直接的に当接する任意の可能性
を軽減し、曲面を提供する可能性を改善することを目的としてＩＶＵＳトランスデューサ
２８の制御側端部の形成しまたは丸みを帯びさせることによって、大幅に改善することが
できる。
【００３３】
　一旦除去フック７６が撮像面８４におかれると、ＩＶＵＳトランスデューサ２８によっ
て提供されるガイダンスは、ＩＶＣフィルタ２２の前進を停止するために使用される。以
上の説明から理解されるように、外側シース２４は移動可能である。
【００３４】
　外側シース２４およびカテーテル２９の回転の後、ＩＶＣフィルタ２２がほぼ中央位置
を有しフック７６の所望の配向を有するために、次のステップは、制御側方向に、外側シ
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ース２４を引き戻すことであり、ＩＶＣフィルタ２２のセカンダリストラット６８が拡大
することを可能にすることである。セカンダリストラット６８がＩＶＣ２３の内部を横切
って完全に配備され（図９参照）た状態で、搬送装置２０の残りの部分は引き抜かれ、除
去される（図１０参照）。引き抜きの初期段階は、制御側方向へのフィルタ搬送装置２５
の動きを生む。例示的な実施形態では、長ストラット６９は、装置２５に接続された解放
構成を介して配備されている。カテーテルを単独で後退させるのは十分ではなく、装置２
５は特に不注意な早期の配備を防止するように構成されている。ストラット６９は今度は
、装置２５内のそのくさび形の保持から装置２５のより広い開口部へ、最終的には装置２
５の外に移動する。長ストラット６９は、より大きな長さを有し、外側に延びてＩＶＣ２
３の壁に接触する。装置２５からストラット６９の初期的な解放は、図９に示されている
。完全な解放およびストラット６８および６９の伸張は、図１０に示される。　
【００３５】
　本明細書での搬送装置２０との関連における「残り」という用語の使用は、ＩＶＣフィ
ルタ２２が初期的には搬出装置２０の一部として含まれているが、ＩＶＣフィルタ２２が
一旦静脈内に配備（すなわち定置）されると、搬送装置２０の「残り」はＩＶＣフィルタ
２２なしであるという事実を指す。ＩＶＵＳの引き戻しのデータセットは、搬送装置の残
りの部分が引き抜かれ、除去されながら記録される。記録されたデータセットは、ＩＶＣ
フィルタ２２の正しい配置を確認する医療記録として役立つ。以上の記載から理解される
ように、外側シース２４とＩＶＣフィルタ２２とは、外側シース２４の回転がＩＶＣフィ
ルタ２２を回転させるように各々協働的に構成され配置される
　搬送装置２０の一部として含まれてもよい別の機能は、加えシース２４の外表面に印刷
された定規を追加することである。シース２４に印刷された定規を追加することは、ＩＶ
ＵＳガイド手順の間困難であり得る手順の間に状況認識を向上させる。（定規の可視化を
介しての）奥行き情報もまた、配置を計画および確認するために使用することが可能であ
る。
【００３６】
　搬送装置２０の一部として含まれ得るさらに別の機能は、超音波で撮像されたときに、
ＩＶＣフィルタ２２の視認性を向上させるために、エコー源性の機能の追加または包含に
よって、ＩＶＣフィルタ２２の構成を変更することである。
【００３７】
　開示された搬送装置の例示的な実施形態が本明細書に記載されていることを認識するた
めに、以下のことを考慮することは、可能な変形及びオプションの完全な理解に役立つで
あろう。まず、フィルタフック７６が角度的にＩＶＣの中央付近に位置合わせされるよう
に回転するステップを含む搬送手順は任意である。このセンタリングは現在、透視下で行
われておらず、ＩＶＵＳガイダンスの下では、オプションである。ストラット６８が拡張
されると、フック７６は、自然にＩＶＣの中心に向かって押し出される。ＩＶＣフィルタ
２２は、従って、ほとんどの場合自己センタリングである。角度のアライメントステップ
は、実行される場合、既に小さな可能性である非中心の配備をさらに減らすことが期待さ
れる。
【００３８】
　また、角度のアライメントステップは、必ずしもフックが図７のようにＩＶＵＳの撮像
面内に前進されることを必要としない。同じ機能は、ＩＶＵＳ画像に対してフィルタの向
きを示すためにコンソールを製造および構成する間、ＩＶＵＳトランスデューサとフィル
タとを整合（アライン）することによって達成することができる。この構成は、ＩＶＵＳ
トランスデューサ２８とフィルタホルダ２５とが、それらが独立して動くことができるよ
うに構成される必要を除く。
【００３９】
　さらなる設計バリエーションとして、回転トランスデューサアセンブリを含むことが可
能である。このタイプの設計では、トランスデューサは、中空ではないので、ガイドワイ
ヤの管腔は、トランスデューサの中心を通ることができない。従来のトルクケーブルが回
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転駆動するために使用されている場合は、ガイドワイヤカニューレ２６は、トルクケーブ
ルを収容するために使用される。オンサイトのモータが使用される場合、ガイドワイヤカ
ニューレ２６が中空である必要はなく、機械的支持のみを提供する。回転トランスデュー
サを収容するために、代替のガイドワイヤの経路が必要とされる。ガイドワイヤは、拡張
器の先端のアプリケーション側の端部から突出する固定長の拡張器管腔４４内に恒久的に
接着することができる。また、管腔４４は拡張器管腔を出ることができ、拡張器３６側の
制御側部に迅速交換型のワイヤガイドシステムを構成する。
【００４０】
　搬送装置２０にＩＶＵＳトランスデューサ２８を組み込むことにより、超音波手順の全
体は、ＩＶＵＳトランスデューサ２８を取り外すことなく行うことができる。この設計態
様は、拡張とシースの配置とフィルタの搬送とＩＶＣフィルタの配置の検証との間に臨床
医が超音波イメージングの観点から何が起こっているのか「見る」ことができるので、臨
床医は、安全だと感じることができるということを意味する。開示された方法や手順は、
潜在的な安全上の問題となる臨床医が「見えない」ことを要とするいずれの手順を有さな
い。また、患者内にＩＶＵＳトランスデューサ２８が残るので、カテーテルの交換が必要
ではない。これは、手続きを大幅に高速化し、簡素化する。ＩＶＣフィルタ２２の前に（
すなわちアプリケーション側に）ＩＶＵＳトランスデューサ２８を配置することにより、
ＩＶＣフィルタの配置は、ＩＶＣフィルタ２２を介してカテーテルを押し込むことなく行
うことができる。そうでなければ、カテーテルはＩＶＣフィルタ頂部で捕捉され、誤って
ＩＶＣフィルタを移動させ得るため、これは潜在的な安全上のリスクとなる。搬送装置２
０の開示された実施形態によって、ＩＶＣフィルタ２２は、超音波ガイド下で迅速かつ簡
単に、安全に搬送することが可能である。このアプローチは、本発明によって具現化され
るように、透視ガイダンスされた搬送セットを使用する従来技術の手法の改善であると考
えられる。搬送装置２０は、単一のアクセスサイトを介して導入され、除去されることが
できる。
【００４１】
　図１１～１３を参照して、搬送装置のアプリケーション側端部のための３つの（３）他
の実施形態が示される。最初に図１１を参照して、埋め込まれたＩＶＵＳトランスデュー
サ１０２を含むＩＶＵＳフィルタ搬送装置１００が開示される。この実施形態は、ＩＶＵ
Ｓトランスデューサ１０２と「迅速交換」ワイヤガイド１０４と先端１０６との設計オプ
ションを提供する。この実施形態は、ＩＶＵＳトランスデューサ１０２の特定の構成に依
存しない。
【００４２】
　任意には、ＩＶＵＳトランスデューサは、中空であってもよいし、中空でなくてもない
が、後者がＩＶＵＳトランスデューサ１０２として開示される。このため、利用可能であ
り、搬送装置１００の図示された構造と互換性があるような代替案は、１つの（１）オプ
ションとして、トルクケーブル駆動トランスデューサの使用を含む。その他のオプション
は、様々な構成のオンサイトのモータ回転トランスデューサ、アレイトランスデューサ、
３Ｄトランスデューサの使用を含む。
【００４３】
　搬送装置は、ＩＶＵＳフィルタ２２と機械的支持１０８とを含み、機械的支持１０８は
、先端１０６およびトランスデューサ１０２が配置されるカテーテル１１０のアプリケー
ション側または端部と、ＩＶＵＳフィルタ２２およびカテーテル１１０の本体とが配置さ
れる制御側または端部との間の接続を提供する。
【００４４】
　図１１の例示的な実施形態では、機械的支持１０８は中空であり、ワイヤガイド、トラ
ンスデューサケーブル、トルクケーブル、流体管腔、などを受けることができるように構
成され、配置されている。代替的に、機械的な支持は、固体部材であってもよい。文字Ａ
で示されるアプリケーション側または端部は、トランスデューサ１０２の１つの（１）端
に隣接する先端１０６を含む。
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【００４５】
　図１１、１２および１３に示すように、いくつかの設計オプションが、トランスデュー
サの先端１０６に利用できる。図１１に関連する１つの（１）のオプションは、迅速交換
管腔１１２を用いてトランスデューサの先端部１０６を構成することである。図１２に関
連する別のオプションは、ワイヤガイド１１４の１つの（１）端部がトランスデューサの
先端１１６のアプリケーション側または端部の受開口部１１８に永久的に埋め込まれるよ
うに、ワイヤガイド１１４とトランスデューサの先端１１６とを構成することである。図
１３に関連する別のオプションは、ワイヤガイド（１０４、１１４）を除去し、代わりに
先端１２０のアプリケーション側または端部を実質的に半球形状に丸くして形成すること
である。先端または面におけるこの実質的な半球形状は、対応する搬送装置が所望の位置
に移動される際に血管の穿刺または引き裂きのリスクを低減する。
【００４６】
　本発明は、図面および前述の説明において詳細に図示および説明してきたが、同じこと
が例示的であり文字において限定的ではないと考えられるべきであり、好ましい実施形態
のみが示され説明され、以下の特許請求の範囲によって定義される本発明の精神内にある
すべて変更、均等物、および修正が保護されることが望まれると理解される。本明細書で
引用したすべての刊行物、特許、および特許出願は、各個々の刊行物、特許、または特許
出願が具体的かつ個々に参照により組み込まれその全体が本明細書に記載されると示され
るように、参照により本明細書に組み込まれる。

【図１】 【図２】

【図２Ａ】
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【図３Ａ】

【図４】

【図４Ａ】

【図５】

【図５Ａ】

【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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